
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
振動体に取り付けられる上部連結部材と、車体 取り付けられる下部連結部材と、これ
ら上部連結部材と下部連結部材との間にあって上記振動体からの振動を吸収及び遮断する
インシュレータと、当該インシュレータに対して直列に設けられるものであって非圧縮性
流体である液体の封入される液室 防振機構部と、からなる液体封入式の防振
装置において、
上記防振機構部を、非圧縮性流体の封入される液室と、負圧または大気圧の導入される平
衡室と、これら液室と平衡室との間を仕切る弾性隔膜状のダイヤフラムとにて形成すると
ともに、当該防振機構部を複数個設け、これら複数個の防振機構部のうちの第一の防振機
構部（第一防振機構部）に設けられた液室（第一液室）と第二の防振機構部（第二防振機
構部）に設けられた液室（第二液室）との間を大径のオリフィス（大径オリフィス）にて
連結し、また、上記第一防振機構部に設けられた液室（第一液室）と第三の防振機構部（
第三防振機構部）に設けられた液室（第三液室）との間を小径のオリフィス（小径オリフ
ィス）にて連結し、このような構成において、上記第一防振機構部に設けられた平衡室（
第一平衡室）のところには、負圧または大気圧のうち、いずれか一方のものが、切換手段
を介して連続的に、または、エンジン振動に同期 交互に、導入されるようにすると
ともに、上記第二防振機構部に設けられた平衡室（第二平衡室）のところには、負圧また
は大気圧のうち、いずれか一方のものが、車両の走行状態に応じて連続的に、切換手段の
切換作動に基づいて導入されるようにしたことを特徴とする液体封入式防振装置。
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【請求項２】
振動体に取り付けられる上部連結部材と、車体 取り付けられる下部連結部材と、これ
ら上部連結部材と下部連結部材との間にあって上記振動体からの振動を吸収及び遮断する
インシュレータと、当該インシュレータに対して直列に設けられるものであって非圧縮性
流体である液体の封入される液室 防振機構部と、からなる液体封入式の防振
装置において、
上記防振機構部を、上記インシュレータの一部にて、その室壁が形成される液室からなる
ものであって上記インシュレータからの振動が直接伝播される主室と、当該主室とオリフ
ィスを介して上記液体が流動するように連結されるとともに、上記主室との間が、剛体か
らなる第一の仕切板（第一仕切板）にて隔てられた構成からなる副室と、上記主室と上記
第一仕切板との間にダイヤフラムを介して形成されるものであって、負圧または大気圧の
うち、いずれか一方のものが導入されように形成された平衡室と、からなるようにすると
ともに、上記主室内であって上記平衡室を形成するダイヤフラムの上方部にストッパ兼用
の第二の仕切板（第二仕切板）を設け、更に、当該第二仕切板の一部に大きな開口面積を
有する第二のオリフィス（第二オリフィス）を設け、更に、このような構成において、上
記平衡室に上記負圧または大気圧のうち、いずれか一方のものを、エンジン振動に同期さ
せて交互に導入させるように切換作動をする切換手段を設け、更に、当該切換手段の切換
作動を制御する制御手段を設けるようにしたことを特徴とする液体封入式防振装置。
【請求項３】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、内部に封入された流体（液体）の流動作用に基づいて防振効果の得られるよう
にした液体封入式の防振装置に関するものであり、特に、液室内の液体を特定の周波数に
て加振する、その加振装置を簡単な構造からなるようにするとともに、これによって、低
周波数域から高周波数域にわたっての複数種類の振動遮断を、効果的に行なわせるように
した液体封入式防振装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
防振装置のうち、特に、自動車用のエンジンマウント等にあっては、動力源であるところ
のエンジンが、アイドリング運転の状態から最大回転速度までの間、種々の状況下で使用
されるものであるため、広い範囲の周波数に対応できるものでなければならない。また、
最近においては、比較的高周波数の振動である１００Ｈｚないし６００Ｈｚ程度の振動に
関連するこもり音の遮断を目的とした、エンジンマウントのチューニングが行なわれるよ
うになっている。このような複数の条件に対応させるために、内部に液室を設けるととも
に、当該液室内に特定の周波数にて容積変化をする液体袋を有するタイプの液体封入式防
振装置が案出されており、例えば、特公平６－２９６３４号公報等により、すでに公知と
なっている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、この公知のものは、液室内に流体袋を設けるようにするとともに、当該流体袋
を所定の周波数にて容積変化させ、これによって生ずる脈動圧によって、振動入力側の液
室の液体をオリフィスを介して他方の液室側へと流動させるようにしているものである。
具体的には、アイドリング振動を主とした低周波数域では、上記振動入力側の液室の液圧
を上昇させて、高減衰特性が得られるようにしているものである。また、一方、高周波数
域においては、上記振動入力側の液室内の液圧上昇を回避するようにして、低動バネ定数
を得られるようにしているものである。しかしながら、最近の自動車用エンジンマウント
に関しては、低周波数域の振動として、動バネ定数を低減化することによって、その共振
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ことを特徴とする請求項２記載の液体封入式防振装置。



現象を避けるようにすることを狙いとするアイドリング振動、及び減衰特性を高めること
によって、その振動を抑え込むようにすることを狙いとするエンジンシェークに関する振
動等が対象となっている。
【０００４】
このような相反する条件に対応させた防振装置を得るためには、振動入力側の液室内の液
体を、単に同相あるいは逆相にて加振するだけでは不十分である。このような問題点を解
決するために、アイドリング振動を主とした低周波数域の振動、及びこもり音の原因とな
る高周波数域の振動の、いずれの振動に対しても、低動バネ定数化（低動バネ特性）を得
ることができるようにするとともに、エンジンシェークを対象とした低周波数域の振動に
対しては高減衰特性を得ることのできるようにした、液体封入式防振装置を提供しようと
するのが、本発明の目的（課題）である。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために、本発明においては次のような手段を講ずることとした。すな
わち、請求項１記載の発明においては、振動体に取り付けられる上部連結部材と、車体

取り付けられる下部連結部材と、これら上部連結部材と下部連結部材との間にあって上
記振動体からの振動を吸収及び遮断するインシュレータと、当該インシュレータに対して
直列に設けられるものであって非圧縮性流体である液体の封入される液室 防
振機構部と、からなる液体封入式の防振装置に関して、上記防振機構部を、非圧縮性流体
の封入される液室と、負圧または大気圧の導入される平衡室と、これら液室と平衡室との
間を仕切る弾性隔膜状のダイヤフラムとにて形成するとともに、当該防振機構部を複数個
設け、これら複数個の防振機構部のうちの第一の防振機構部（第一防振機構部）に設けら
れた液室（第一液室）と第二の防振機構部（第二防振機構部）に設けられた液室（第二液
室）との間を大径のオリフィス（大径オリフィス）にて連結し、また、上記第一防振機構
部に設けられた液室（第一液室）と第三の防振機構部（第三防振機構部）に設けられた液
室（第三液室）との間を小径のオリフィス（小径オリフィス）にて連結し、このような構
成において、上記第一防振機構部に設けられた平衡室（第一平衡室）のところには、負圧
または大気圧のうち、いずれか一方のものが、切換手段を介して連続的に、または、エン
ジン振動に同期 交互に、導入されるようにするとともに、上記第二防振機構部に設
けられた平衡室（第二平衡室）のところには、負圧または大気圧のうち、いずれか一方の
ものが、車両の走行状態に応じて連続的に、切換手段の切換作動に基づいて導入されるよ
うにした構成を採ることとした。
【０００６】
このような構成を採ることにより、本発明においては次のような作用を呈することとなる
。すなわち、振動体側からの振動は、上記連結部材を介して、ゴム材等からなるインシュ
レータへと伝播される。これによって、当該インシュレータは振動あるいは変形をして、
上記入力振動の大部分を吸収あるいは遮断する。従って、大半の振動は、このインシュレ
ータの部分で遮断されることとなるが、一部のものは、当該インシュレータのところでは
遮断されず、次の防振機構部のところで遮断されることとなる。次に、これらの各防振機
構部における具体的作用について説明する。まず、エンジンアイドリング振動に対する防
振作用について説明する。この場合、対象となる周波数は２０Ｈｚ～４０Ｈｚ程度である
。そこで、図１の第二平衡室内に、切換手段を介して負圧を導入し、当該第二平衡室の容
積をゼロにする。すなわち、第二防振機構部におけるダイヤフラムを作動しないようにし
ておく。このような状態において、第一防振機構部の第一平衡室に、負圧または大気圧を
交互に、特定のサイクル（周波数）をもって導入させるようにする。その結果、上記イン
シュレータの下方部に設けられた第一液室内の液体は、小径オリフィスを通って第三液室
内へと流れようとするが、当該オリフィス内に存在する液体の液体共振周波数よりも高い
周波数（振動数）にて上記ダイヤフラムが加振されるように、上記第一平衡室内に負圧ま
たは大気圧が導入されるようになっているので、上記第一液室内の液体は、上記小径オリ
フィス側へは流れないようになる。これによって、上記第一液室内の液圧の状態が大きく
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変動し、入力振動に対して同位相状態で上記第一液室内の液体が振動させられることとな
る。その結果、本防振装置における動バネ定数の上昇が抑えられることとなる。すなわち
、動バネ定数の低減化がもたらされることとなる。
【０００７】
また、車両走行中に生ずる振動であって、上記アイドリング振動よりも更に低周波数の振
動であるエンジンシェークに対しては、図１において、第一平衡室に負圧を導入して、当
該第一平衡室の容積をゼロの状態にする。すなわち、第一防振機構部のダイヤフラムを作
動させないようにする。このような状態において、エンジン等の振動体から上部連結部材
に振動が伝播された場合、上記第一液室内の液圧は上昇して、本第一液室内の液体は大径
オリフィスを通じて第二防振機構部の第二液室へと流動することとなる。この第一液室内
の液体の大径オリフィスを通じての流動作用によって、高減衰特性が得られることとなる
。その結果、１０Ｈｚ前後の周波数を有するエンジンシェークに関する振動が抑え込まれ
ることとなる。なお、このエンジンシェークよりも、更に低周波数のものであって大振幅
の振動であるエンジンクランキング時の振動、あるいは急発進時または急加速時等に生ず
る大振幅の振動については、上記小径オリフィスの作用により、これらの大振幅の振動が
抑え込まれることとなる。また、この小径オリフィスは、振動体への装着時における初期
荷重の入力に対して、上記第一液室内の液体を第三液室側へと流動させ、上記各液室内の
内圧の平衡を保つようにしているものである。
【０００８】
また、車室内へのこもり音として問題とされる１００Ｈｚないし６００Ｈｚの高周波数域
の振動に対しては、図１における第一防振機構部における第一平衡室に大気圧を導入させ
、本第一平衡室を大気開放の状態にする。これと同時に、第二防振機構部を形成する第二
平衡室には負圧を連続的に導入させるようにし、当該第二平衡室を容積ゼロの状態にする
。これによって、上部連結部材を介して第一液室内に伝播されて来た振動は、当該第一液
室内の液体を振動させるが、本第一防振機構部を形成する第一平衡室は大気開放の状態と
なっており、ここに設けられたダイヤフラムは自由に振動するようになる。その結果、上
記高周波数域の入力振動に対して、上記第一液室内の液圧上昇が回避されることとなり、
本防振装置全体の動バネ定数は低減化されることとなる。これによって、こもり音の原因
となる高周波数域の振動が遮断されることとなる。
【０００９】
このように、本発明においては、第一平衡室及び第二平衡室を、それぞれ別個独立に、負
圧状態または大気圧状態に維持するか、あるいは、上記第一平衡室には、負圧または大気
圧を、交互に特定のサイクル（周波数）をもって導入させるようにし、これによって、ア
イドリング振動を主体とした低周波数域の振動から、こもり音を対象とした高周波数域の
振動まで、広い範囲の周波数域にわたって、低動バネ定数化を得ることができるようにな
る。この低動バネ定数化によって、アイドリング振動及びこもり音に関する振動の遮断が
図られることとなる。また、低周波数の振動であるエンジンシェークに対しては、高減衰
特性を得ることによって、その遮断（抑え込み）を行なうことができる。
【００１０】
次に、請求項２記載の発明について説明する。このものは、振動体に取り付けられる上部
連結部材と、車体 取り付けられる下部連結部材と、これら上部連結部材と下部連結部
材との間にあって上記振動体からの振動を吸収及び遮断するインシュレータと、当該イン
シュレータに対して直列に設けられるものであって非圧縮性流体である液体の封入される
液室 防振機構部と、からなる液体封入式の防振装置に関して、上記防振機構
部を、上記インシュレータの一部にて、その室壁が形成される液室からなるものであって
上記インシュレータからの振動が直接伝播される主室と、当該主室と小径のオリフィス（
小径オリフィス）を介して上記液体が流動するように連結されるとともに、上記主室との
間が、剛体からなる第一の仕切板（第一仕切板）にて隔てられた構成からなる副室と、上
記主室と上記第一仕切板との間にダイヤフラムを介して形成されるものであって、負圧ま
たは大気圧のうち、いずれか一方のものが導入されように形成された平衡室と、からなる
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ようにするとともに、上記主室内であって上記平衡室を形成するダイヤフラムの上方部に
ストッパ兼用の第二の仕切板（第二仕切板）を設け、更に、当該第二仕切板の一部に大き
な開口面積を有する大径オリフィスからなる第二のオリフィス（第二オリフィス）を設け
、更に、このような構成において、上記平衡室に上記負圧または大気圧のうち、いずれか
一方のものを、エンジン振動に同期させて交互に導入させるように切換作動をする切換手
段を設け、更に、当該切換手段の切換作動を制御する制御手段を設けるようにした構成を
採ることとした。

【００１１】
このような構成を採ることにより、本発明においては次のような作用を呈することとなる
。すなわち、本発明のものも、その基本的な点は、上記請求項１記載のものと同じである
。以下に、その具体的な作用について説明する。まず、アイドリング振動に対しては、上
記切換手段を作動させることによって、上記主室内の下方部に設けられた平衡室内へ、負
圧または大気圧を特定の周波数をもって交互に導入させるようにする。すなわち、上記切
換手段をＯＮ／ＯＦＦ作動させることによって、上記平衡室内の圧力（容積）を変化させ
、これによって、上記インシュレータを介して入力されるアイドリング振動によって生ず
る上記主室内の液圧変動を吸収するようにする。その結果、上記インシュレータ及び本防
振機構部にて形成されるバネ系の動バネ定数が低下することとなる。これらによって、ア
イドリング振動の吸収及び遮断が行なわれることとなる。
【００１２】
また、上記アイドリング振動よりも更に低周波数の振動であるエンジンシェークに対して
は、上記主室と副室との間を連結するオリフィス（小径オリフィス）内を、上記液体が流
動するようにし、これによって、エンジンシェークの吸収及び遮断を行なうこととしてい
る。すなわち、このエンジンシェークに関する振動は、約１０Ｈｚ前後の周波数を有する
ものであるので、これに対して、動バネ定数を低くすることによって振動遮断を図ること
は困難である。そこで、本発明においては、上記防振機構部を形成する上記平衡室に一定
の負圧を連続的に導入し、当該平衡室の容積をゼロの状態に保持する。これによって、上
記主室と副室との間に形成される小径オリフィス内を上記液体が流動するようにし、この
液体の流動に伴う粘性抵抗によって、所定の減衰力を生じさせるようにする。そして、こ
の減衰力によって、上記エンジンシェークの減衰を図るようにする。
【００１３】
一方、車両の走行中に問題とされるこもり音の原因となる１００Ｈｚないし６００Ｈｚ程
度の高周波数の振動に対しては、上記切換手段を作動させて、上記平衡室を大気開放の状
態にする。これによって、上記平衡室は、上記インシュレータ及び上記主室内の液体を介
して入力される上記周波数の振動に対して、その室内容積が自由に変化をすることとなる
。その結果、上記主室内の液体は、上記主室内に設けられた第二仕切板の大径オリフィス
（第二オリフィス）のところを通って自由に流動をすることができるようになり、これに
よって本防振機構部が形成するバネ系の動バネ定数は低く抑えられることとなる。従って
、高周波数域の振動に対する、その遮断効果が高められることとなる。このように、本発
明のものにおいては、切換バルブ等からなる切換手段、当該切換手段の作動によって、そ
の室内容積の変化する平衡室の作用によって、複数種類の振動が吸収及び遮断されること
となる。
【００１４】
また、本発明のものにおいては、図２に示す如く、上記主室内であって、上記平衡室を形
成するダイヤフラムの、その上方部に、剛体からなる第二の仕切板（第二仕切板）が設け
られるようになっている。従って、この第二仕切板の作用により、上記振動体からの入力
振動が大振幅のものである場合、当該振動体からの振動によって生ずる上部連結部材の下
方へのストロークは、この第二仕切板のところで止められることとなる。すなわち、本第
二仕切板は、本防振装置の内部ストッパの役目を果たすようになっている。そして、この
ストッパ機能の作用により、振動入力時における上記平衡室を形成するダイヤフラムの保
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この場合、請求項３記載のように、前記防振機構部は、前記液室の下方
部にダイヤフラムを介して設けられる空気室を備えてもよい。



護が図られることとなる。その結果、上記平衡室の容積変化が正常に保たれることとなり
、動バネ定数の低減化を図ることができるようになる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の形態について、図１及び図２を基に説明する。なお、このような発明の実
施の形態に関するもののうち、第一の実施の形態について説明する。本第一の実施の形態
に関するものの、その構成は、図１に示す如く、振動体に取り付けられる上部連結部材６
と、車体側のメンバ等に取り付けられる下部連結部材９と、これら上部連結部材６と下部
連結部材９との間にあって上記振動体からの振動を吸収及び遮断するインシュレータ７と
、当該インシュレータ７に対して直列に設けられるものであって非圧縮性流体である液体
の封入される液室等にて形成される防振機構部１、２、３と、からなることを基本とする
ものである。そして、このような基本構成において、上記防振機構部は、本実施の形態に
おいては３個設けられるようになっているものである。すなわち、これら防振機構部は、
インシュレータ７の下方部に形成されるものであって振動体からの振動が上記インシュレ
ータ７を介して入力される第一液室１１、当該第一液室１１の下方部に形成されるもので
あって、負圧または大気圧が連続的に、または所定のサイクル（周波数）をもって交互に
導入される第一平衡室１３、及びこれら第一液室１１と第一平衡室１３との間を仕切る弾
性隔膜状のダイヤフラム１２にて形成される第一の防振機構部（第一防振機構部）１と、
当該第一防振機構部１の下方部に設けられるものであって、上記第一防振機構部１の第一
液室１１と大径のオリフィス（大径オリフィス）４にて連結される第二液室２１、当該第
二液室２１の下方部に設けられるものであって、負圧または大気圧が連続的に導入される
第二平衡室２３、及びこれら第二液室２１と第二平衡室２３との間を仕切るダイヤフラム
２２にて形成される第二の防振機構部（第二防振機構部）２と、上記第一防振機構部１に
設けられた第一液室１１と小径のオリフィス（小径オリフィス）５にて連結される第三の
液室（第三液室）３１、当該第三液室３１の下方部に設けられるものであって、常時大気
圧の導入される空気室からなる第三平衡室３３、及びこれら第三液室３１と第三平衡室（
空気室）３３との間を仕切る隔膜状のダイヤフラム３２にて形成される第三防振機構部３
と、からなるものである。
【００１６】
このような構成からなる、各防振機構部１、２、３が、図１に示す如く、仕切部材１４、
２４を隔てて設けられ、更には、インシュレータ７等と一体的にまとめられたうえで、上
部連結部材６と下部連結部材９との間に収納されて液体封入式防振装置が形成されるよう
になっているものである。なお、このような構成において、上記第一防振機構部１の第一
平衡室１３には、第一切換手段１５を介して負圧または大気圧が導入されるようになって
いる。この第一切換手段１５は、三方弁等からなる切換バルブ１６と、当該切換バルブ１
６を作動させるソレノイド１７とからなるものである。そして、当該ソレノイド１７は、
マイクロプロセッサユニット（ＭＰＵ）等の演算手段を主体とするマイクロコンピュータ
からなる制御手段８にて、その切換作動が制御されるようになっているものである。従っ
て、この制御手段８からの制御信号に基づき、上記ソレノイド１７が駆動され、上記切換
バルブ１６がＯＮ／ＯＦＦ作動等をして、上記第一平衡室１３を、一定の負圧状態、また
は大気圧（大気開放）状態のいずれか一方の状態に維持するか、あるいは、負圧と大気圧
とが所定のサイクル（周波数）をもって交互に導入されるようにしている。なお、このよ
うな負圧と大気圧とが交互に導入される場合において、上記第一平衡室１３内への大気圧
の導入速度を負圧の導入速度とバランスさせるために、上記切換バルブ１６の大気圧導入
ポート側には、図１に示すような絞り弁１９が設けられるようになっている。
【００１７】
また、上記第二防振機構部２の第二平衡室２３のところには、第二切換手段２５を介して
負圧または大気圧が適宜導入されるようになっている。この第二切換手段２５は、三方弁
等からなる切換バルブ２６と、当該切換バルブ２６を作動させるソレノイド２７とからな
るものである。そして、当該ソレノイド２７は、マイクロプロセッサユニット（ＭＰＵ）
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等の演算手段を主体として形成されるマイクロコンピュータからなる制御手段８にて、そ
の作動が制御されるようになっているものである。従って、この制御手段８の制御作用に
基づいて、上記第二切換手段２５が切換作動をし、上記第二平衡室２３は所定の負圧状態
、または大気開放状態に維持されることとなる。
【００１８】
次に、このような構成からなる本実施の形態のものについての、その作動態様について説
明する。まず、エンジンアイドリング振動に対する防振作用について説明する。この場合
、対象となる振動数は２０Ｈｚ～４０Ｈｚ程度である。そこで、図１の第二平衡室２３内
に第二切換手段２５を介して負圧を導入させ、当該第二平衡室２３の容積をゼロにする。
すなわち、第二防振機構部２におけるダイヤフラム２２を作動させないようにする。この
ような状態において、第一防振機構部１の第一平衡室１３には、負圧または大気圧を交互
に所定のサイクル（周波数）をもって導入させるようにする。その結果、上記インシュレ
ータ７の下方部に設けられた第一液室１１内の液体は小径オリフィス５を通って第三液室
３１側へと流れようとする。しかしながら、上記小径オリフィス５内に存在する液体の共
振周波数以上の周波数にて上記第一平衡室１３を形成するダイヤフラム１２が加振され、
これによって上記第一平衡室１３の容積変化が成されるようになっているので、上記第一
液室１１内の液体は上記小径オリフィス５内を流れないようになる。その結果、第一液室
１１内の液圧は大きく変化させられることとなり、入力振動による第一液室１１内の液圧
上昇がキャンセルさせられるような位相状態で上記第一液室１１内の液体は振動すること
となる。これによって、上記第一防振機構部１等にて形成される動バネ定数が低減化する
こととなる。
【００１９】
また、車両走行中に生ずる振動であって、上記アイドリング振動よりも更に低周波数の振
動であるエンジンシェークに対しては、図１において、第一平衡室１３に負圧を導入して
、これら第一平衡室１３の容積をゼロの状態にする。すなわち、第一防振機構部１におけ
るダイヤフラム１２を作動させないようにする。このような状態において、エンジン等の
振動体から上部連結部材６に振動が伝播された場合、上記第一液室１１内の液圧は上昇し
て、本第一液室１１内の液体は大径オリフィス４を通じて第二防振機構部２の第二液室２
１へと流動することとなる。この第一液室１１内の液体の大径オリフィス４を通じての流
動作用によって、高減衰特性が得られることとなる。その結果、１０Ｈｚ前後の周波数を
有するエンジンシェークに関する振動が抑え込まれることとなる。また、小径オリフィス
５を、上記エンジンシェークよりも低周波数の振動である５Ｈｚ以下の振動に対応させる
ようにしておくことによって、低周波数のものであって大振幅の振動であるエンジンクラ
ンキング時の振動、あるいは急発進時または急加速時等に生ずる大振幅の振動に対して、
上記小径オリフィス５の作用により、これらの大振幅の振動を抑え込むことができるよう
になる。また、この小径オリフィス５は、振動体への装着時における初期荷重の入力に対
して、上記第一液室１１内の液体を第三液室３１側へと流動させ、上記各液室１１、３１
内の内圧の平衡を保つこととしている。
【００２０】
また、車室内へのこもり音として問題とされる１００Ｈｚないし６００Ｈｚの高周波数域
の振動に対しては、図１における第一防振機構部１における第一平衡室１３を大気開放の
状態にする。これと同時に、第二防振機構部２を形成する第二平衡室２３には負圧を連続
的に導入させるようにし、当該第二平衡室２３を容積ゼロの状態にする。これによって、
上部連結部材６を介して第一液室１１内に伝播されて来た振動は、当該第一液室１１内の
液体を振動させるが、本第一防振機構部１を形成する第一平衡室１３は大気開放の状態と
なっており、ここに設けられるダイヤフラム１２は自由に振動するようになっている。そ
の結果、上記高周波数域の入力振動に対して、上記第一液室１１内の液圧上昇が回避され
ることとなり、本防振装置全体の動バネ定数は低減化されることとなる。これによって、
こもり音の原因となる高周波数域の振動の遮断が行なわれることとなる。
【００２１】
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このように、本実施の形態のものにおいては、第一平衡室１３及び第二平衡室２３を、そ
れぞれ別個独立に、負圧状態または大気圧状態に維持するか、あるいは、上記第一平衡室
には、負圧または大気圧を、交互に特定のサイクル（周波数）をもって導入するようにし
、これによって、アイドリング振動を主体とした低周波数域の振動から、こもり音を対象
とした高周波数域の振動まで、広い範囲の周波数域にわたって、低動バネ定数化を得るこ
とができるようになる。この低動バネ定数化によって、アイドリング振動及びこもり音に
関する振動の遮断が図られることとなる。また、低周波数の振動であるエンジンシェーク
に対しては、高減衰特性を得ることによって、その遮断（抑え込み）を行なうことができ
る。なお、このような状態において、上記第一平衡室１３を、その容積がゼロの状態に設
定するとともに、上記大径オリフィス４の径及び長さを適宜設定することによって、これ
らオリフィス４及び第二液室２１に存在する液体の共振作用及び主バネを形成するインシ
ュレータ７にて形成される動バネ定数を、図３に示す如く、目的（ねらい）とする特定周
波数（ｆ１ 　）に合致させるようにすることができる。これによって、目的（ねらい）と
する特定周波数（ｆ１ 　）の振動を遮断することができるようになる。
【００２２】
次に、本発明の第二の実施の形態について説明する。本実施の形態に関するものの、その
構成は、図２に示す如く、振動体に取り付けられる上部連結部材６と、車体側のメンバ等
に取り付けられる下部連結部材９と、これら上部連結部材６と下部連結部材９との間にあ
って上記振動体からの振動を吸収及び遮断するインシュレータ７と、当該インシュレータ
７に対して直列に設けられるものであって非圧縮性流体である液体の封入される液室１１
１、３１、及びこれら液室の下方部にダイヤフラム３２を介して設けられる空気室３３に
て形成される防振機構部１と、からなることを基本とするものである。
【００２３】
このような基本構成において、上記防振機構部１は、次のような構成からなるものである
。すなわち、本防振機構部１は、上記インシュレータ７の一部にて、その室壁が形成され
る液室からなるものであって上記インシュレータ７からの振動が直接伝播される主室１１
１と、当該主室１１１と小径のオリフィス（小径オリフィス）５を介して上記液体が流動
するように連結されるとともに、上記主室１１１との間が剛体からなる第一の仕切板（第
一仕切板）３９にて隔てられた構成からなる副室３１と、上記主室１１１と上記第一仕切
板３９との間にダイヤフラム２２を介して形成されるものであって、負圧または大気圧の
うち、いずれか一方のものが導入されように形成された平衡室２３と、からなることを基
本とするものである。そして、このような構成において、上記主室１１１内であって上記
平衡室２３を形成するダイヤフラム２２の上方部にはストッパ兼用の第二の仕切板（第二
仕切板）４４が設けられ、更に、当該第二仕切板４４の一部には大きな開口面積を有する
大径オリフィスからなる第二のオリフィス（第二オリフィス）４が設けられるようになっ
ている。そして更に、上記平衡室２３には、切換手段２５の作動により、負圧または大気
圧のうち、いずれか一方のものが、連続的にあるいは交互に導入されるようになっている
ものである。なお、このように平衡室２３に負圧または大気圧を交互に導入させるように
切換作動をする切換手段２５は三方弁等からなる切換バルブ２６と、当該切換バルブ２６
を駆動するソレノイド２７と、からなるものである。また、上記切換バルブ２６の大気圧
導入ポート側には、上記平衡室２３内への大気圧の導入速度を負圧の導入速度とバランス
させるために、図２に示すような絞り弁２９が設けられるようになっている。このような
構成において、上記切換手段２５の上記ソレノイド２７の作動を制御する制御手段８が設
けられるようになっている。この制御手段８は、マイクロプロセッサユニット（ＭＰＵ）
を主体とした演算手段等からなるマイクロコンピュータにて形成されるようになっている
ものである。
【００２４】
このような構成からなる本実施の形態（第二の実施の形態）のものについての、その作動
態様等について説明する。なお、本実施の形態のものの、その作動態様も、基本的には、
上記第一の実施の形態のものと同じである。その異なるところは、防振機構部が、上記第
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一の実施の形態のものにおいては３個設けられていたのに対して、本第二の実施の形態の
ものにおいては、２個となっている点である。以下、その具体的な作用について説明する
。まず、アイドリング振動に対しては、上記切換手段２５を作動させることによって、上
記主室１１１内の下方部に設けられた平衡室２３に、負圧または大気圧を特定の周波数を
もって交互に導入させるようにする。すなわち、上記切換手段２５をＯＮ／ＯＦＦ作動さ
せることによって、上記平衡室２３の圧力（容積）を変化させ、これによって、上記イン
シュレータ７を介して入力されるアイドリング振動によって生ずる上記主室１１１内の液
圧変動を吸収するようにする。その結果、上記インシュレータ７及び本防振機構部にて形
成されるバネ系の動バネ定数が低下することとなる。これらによって、アイドリング振動
の吸収及び遮断が行なわれることとなる。
【００２５】
また、上記アイドリング振動よりも更に低周波数の振動であるエンジンシェークに対して
は、上記主室１１１と副室３１との間を連結するオリフィス（小径オリフィス）５内を、
上記液体が流動するようにし、これによって、エンジンシェークの吸収及び遮断を行なう
こととしている。すなわち、このエンジンシェークに関する振動は、約１０Ｈｚ前後の周
波数を有するものであるので、これに対して、動バネ定数を低くすることによって振動遮
断を図ることは困難である。そこで、本実施の形態においては、上記防振機構部１を形成
する上記平衡室２３に一定の負圧を連続的に導入するようにし、当該平衡室２３の容積を
ゼロの状態に保持する。これによって、上記主室１１１と副室３１との間に形成される小
径オリフィス５内を上記液体が流動するようにし、この液体の流動に伴う粘性抵抗によっ
て、所定の減衰力を得るようにする。そして、この減衰力によって、上記エンジンシェー
クの減衰を図ることとする。
【００２６】
一方、車両の走行中に問題とされるこもり音の原因となる１００Ｈｚないし６００Ｈｚ程
度の高周波数の振動に対しては、上記切換手段２５を作動させて、上記平衡室２３を大気
開放の状態にする。これによって、上記平衡室２３は、上記インシュレータ７及び上下主
室１１１内の液体を介して入力される上記高周波数の振動に対して、その室内容積が自由
に変化をすることとなる。その結果、上記主室１１１内の液体は、上記主室１１１内に設
けられた第二仕切板４４の大径オリフィス４のところを通って自由に流動するようになり
、本防振機構部が形成するバネ系の動バネ定数は低く抑えられることとなる。従って、オ
リフィス４の開口面積に応じた高周波振動の遮断が行なわれることとなる。このように、
本実施の形態のものにおいては、切換バルブ２６等からなる切換手段２５、当該切換手段
２５の作動によって、その室内容積の変化する平衡室２３等の作用によって、複数種類の
振動が吸収及び遮断されることとなる。
【００２７】
また、本実施の形態のものにおいては、図２に示す如く、上記主室１１１内であって、上
記平衡室２３を形成するダイヤフラム２２の上方部に、剛体からなる第二の仕切板（第二
仕切板）４４が設けられるようになっている。従って、この第二仕切板４４の作用により
、上記振動体からの入力振動が大振幅のものである場合、当該振動体からの振動入力によ
ってもたらされる上部連結部材６の下方へのストロークは、この第二仕切板４４のところ
で止められることとなる。すなわち、本第二仕切板４４は本防振装置の内部ストッパの役
目を果たすようになっているものである。そして、このストッパ機能の作用により、振動
入力時における上記平衡室２３を形成するダイヤフラム２２の保護が図られることとなる
。その結果、上記平衡室２３の容積変化が正常に行なわれることとなり、動バネ定数の低
減化を確保することができるようになる。
【００２８】
【発明の効果】
本発明によれば、振動体に取り付けられる上部連結部材と、車体側のメンバ等に取り付け
られる下部連結部材と、これら上部連結部材と下部連結部材との間にあって上記振動体か
らの振動を吸収及び遮断するインシュレータと、当該インシュレータに対して直列に設け
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られるものであって非圧縮性流体である液体の封入される液室等にて形成される防振機構
部と、からなる液体封入式の防振装置に関して、上記防振機構部を、非圧縮性流体の封入
される液室と、負圧または大気圧の導入される平衡室と、これら液室と平衡室との間を仕
切る弾性隔膜状のダイヤフラムとにて形成するとともに、当該防振機構部を複数個設け、
これら複数個の防振機構部のうちの一つの防振機構部に設けられた液室と他の防振機構部
に設けられた液室との間をオリフィスにて連結し、また、このような構成において、上記
一つの防振機構部に設けられた平衡室のところに、負圧または大気圧のうちのいずれか一
方のものを、切換手段を介して、連続的にあるいは交互に、導入するようにした構成を採
ることとしたので、上記平衡室に導入される負圧または大気圧の状態を適宜制御すること
によって、アイドリング振動を初めとした低周波数域の振動から、こもり音を対象とした
高周波数域の振動まで、広い範囲の周波数域にわたって、低動バネ定数化を図ることがで
きるようになった。その結果、この低動バネ定数化によって、アイドリング振動、及び、
こもり音に関する振動の遮断を図ることができるようになった。また、低周波数の振動で
あるエンジンシェークに対しては、減衰特性を高めることによって、その遮断（抑え込み
）を図ることができるようになった。
【００２９】
また、上記インシュレータの下方部に形成される液室内であって上記平衡室を形成するダ
イヤフラムの上方部のところに、剛体からなる第二の仕切板（第二仕切板）を設けるとと
もに、当該第二仕切板のところに大きな開口面積を有する大径オリフィスを設けるように
したものにおいては、上記振動体側からの入力振動が大振幅のものからなるものであった
としても、上記第二仕切板がストッパの役目を果たすこととなり、これによって、上記平
衡室を形成するダイヤフラムの保護を図ることができるようになった。その結果、常に、
上記平衡室の作動を正常な状態に維持することができるようになり、本防振装置全体の動
バネ定数の低減化を図ることができるようになった。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第一の実施の形態にかかるものの、その全体構成を示す縦断面図である
。
【図２】本発明の第二の実施の形態にかかるものの、その全体構成を示す縦断面図である
。
【図３】オリフィスの径及び長さを選ぶことによって形成される動バネ定数及び減衰係数
の変化状態を示す図である。
【符号の説明】
１　第一防振機構部（防振機構部）
１１　第一液室
１１１　主室
１２　ダイヤフラム
１３　第一平衡室
１４　仕切部材
１５　第一切換手段
１６　切換バルブ
１７　ソレノイド
１９　絞り弁
２　第二防振機構部
２１　第二液室
２２　ダイヤフラム
２３　第二平衡室
２４　仕切部材
２５　第二切換手段（切換手段）
２６　切換バルブ
２７　ソレノイド
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２９　絞り弁
３　第三防振機構部
３１　第三液室（副室）
３２　ダイヤフラム
３３　第三平衡室（空気室）
３９　第一の仕切板（第一仕切板）
４　大径オリフィス（第二オリフィス）
４４　第二の仕切板（第二仕切板）
５　小径オリフィス（オリフィス）
６　上部連結部材
７　インシュレータ
８　制御手段
９　下部連結部材
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【 図 ３ 】
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